
居宅介護支援事業重要事項説明書 

＜令和４年４月１日現在＞ 

 

１． 当事業所が提供するサービスについての相談窓口および営業日時 

 

〔担当〕 管理者 三好 教久  

  電 話 ０７４８－３４－７３７３（緊急時 携帯 ０８０－２５１３―３９７８） 

 

  営 業 日   月曜日～金曜日（ただし、祝日および年末年始を除く） 

 営 業 時 間  ８時３０分～１７時３０分 

  営業日・営業時間以外でも電話によりご相談いただけます。 

ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２．当事業所の概要 

事  業  所  名     居宅介護支援事業所はちまん 

所   在   地 滋賀県近江八幡市長田町１２６８番地１ 

事業所の指定番 号  滋賀県 ２５７０４０１０１４ 

事  業  実  施  地  域  近江八幡市、東近江市、竜王町 

 

３．当事業所の法人の概要 

  

名 称  社会福祉法人 美絆 

所 在 地  滋賀県近江八幡市鷹飼町１４８５番地６ 

法 人 種 別  社会福祉法人 

代 表 者  理事長 松尾 隆志 

 

４．当事業所の従業員 

 員数   業 務 内 容 勤 務 体 制 

管  理  者 １名 事業所管理業務及び 

居宅サービス計画作成業務   

常勤 

主任介護支援専門員 １名 

以上 

専門的支援・教育 

居宅サービス計画作成業務 

常勤 

介護支援専門員 １名 

以上 

居宅サービス計画作成業務 常勤 

非常勤 

 

 

 

 

 



５．事業の目的および運営の方針 

 

 

 

事業の目的 

社会福祉法人美絆が実施する指定居宅介護支援の事業は、要

介護者等の心身の状況、その置かれている環境に応じて、ご

本人や家族の意向を基に居宅サービスまたは施設サービスお

よび地域住民による自発的な活動によるサービスが適切に提

供できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、適切

なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業

者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う

ことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営の方針 

１．本事業は、ご本人が要介護状態等になった場合において

も、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自

立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。 

２．ご本人の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

ご本人によるサービスの選択に資するよう情報を提供

し、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様

な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し

て行う。 

３．ご本人の意思および人格を尊重し、常にご本人の立場に

立ってご本人に提供される居宅サービス等が特定の種類

または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することの

ないよう、公正中立に行う。 

４．事業の運営にあたっては、市町村、他の居宅介護支援事

業者、介護保険施設との連携に努める。 

５．上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営

に関する基準」を遵守する。 

 

６．提供するサービスの内容と料金 

 

居宅サービス計画 

の作成と各サービス 

提供事業者との調整 

居宅サービス計画ガイドライン方式を基本として使用し

ご本人とともに、ご本人の自立支援に必要な援助を考え、

サービス担当者会議等の開催により専門的見地からの意

見を踏まえ居宅サービス計画書を作成します。また、計

画に基づき各サービス事業者との調整を行います。 

サービスの実施状況 

および課題の把握 

（モニタリング） 

少なくとも 1ヶ月に 1回、担当の介護支援専門員がご本 

人の居宅を訪問し、課題やサービスの実施状況を把握し、 

サービス内容が適切かなどについて話し合います。 

給  付  管 理 介護保険を使って受けられるサービスについて、実際に 

サービスが受けられる範囲やサービスの種類などについ 

て調整し、また、サービスが計画どおり提供されたかな 

どを確認して、給付管理を行います。 

 



要介護（要支援） 

認定等の協力、援助 

ご本人が要介護認定、要支援認定の変更や更新認定を受

けるについて申請を代行する等、その他必要な援助を行

います。    

利用者からの相談の

対応 

介護保険や介護に関することなら、何でもご相談をお受

けします。 

居宅サービス事業者

等の紹介 

ご本人は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよ

う求めることができます。 

居宅サービス事業者

等の選定理由 

ご本人は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

入院時における医療

機関への情報提供 

入院時には、担当のケアマネジャーの氏名等を入院先医

療機関へ提供してください。 

 

〔プライバシー（個人情報）の保護〕 

  当事業所が、サービスを提供する際に、ご本人やご家族に関して当事業所が知り

得た情報については、サービス担当者会議などのご本人へのサービス提供のために

必要な業務以外では決して他に漏れないようにします。サービスの提供に関わって、

ご本人の情報を他の事業者等と共有する必要があるときは、あらかじめご本人に説

明し、同意書に署名捺印をいただきます。 

  また、医療系サービスの利用を希望される場合は、ご本人の同意を得て主治の医

師等に対し、ケアプランを提供します。 

但し、訪問介護事業所等から伝達されたご本人の口腔に関する問題や服薬状況、

モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握したご本人の状態等については、

ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

  

〔利用料等〕 

利  用  料 （厚生労働大臣の定める基準額） 

 要介護１、要介護２           １０，７６０円 

 要介護３、要介護４、要介護５      １３，９８０円 

 初回加算                 ３，０００円 

 退院・退所加算（Ⅰ）イ          ４，５００円 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ          ６，０００円 

 退院・退所加算（Ⅱ）イ          ６，０００円 

 退院・退所加算（Ⅱ）ロ          ７，５００円 

 退院・退所加算（Ⅲ）           ９，０００円 

 特定事業所加算（Ⅱ）           ４，０７０円 

 ターミナルケアマネジメント加算      ４，０００円 

 緊急時等居宅カンファレンス加算      ２，０００円 

 入院時情報連携加算（Ⅰ）         ２，０００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ）         １，０００円 

 通院時情報連携加算              ５００円 



上記の利用料はご本人に介護保険が適用される場合は、利用料

を支払う必要はありません。全額介護保険により負担されます。 

 

ただし、ご本人が以前に保険料の滞納がある場合はご本人よ 

り料金をいただき、当事業所が発行する指定居宅介護支援提

供証明書をもって、差額の払い戻しを受けることができます。 

交  通  費 ご本人のお宅が、当事業所の通常の事業実施地域以外にあると 

きは、次のとおり交通費の実費をいただきます。 

① 事業実施地域を越えた地点から距離 1ｋｍにつき４０円 

② 交通事情等により当該事業所の所有する車以外の交通機関

を利用しなければならない場合はその料金の実費 

 

 

７．利用料等の支払時期と支払方法 

ご本人と協議の上決定します。 

 

８．介護支援専門員の変更 

 担当の介護支援専門員については、いつでも変更できます。 

 お気軽に事業所などにご相談下さい。 

 

９．解約  

（１）ご本人は、当事業者に対して、契約書に添付した「解約の通知」を解約する日

までに事業所に届けていただくことによって、この契約を解約することができま

す。ただし、緊急の入院などやむを得ない場合はこの限りではありません。 

（２）当事業者は、やむを得ない事情がある場合、ご本人に対して、この契約終了日

の 1 ヶ月前までに理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約す

ることがあります。この場合、当事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業

者に関する情報をご本人に提供するなど、ご本人が続けて滞りなく介護保険のサ

ービスを受けることができるように手配します。 

（３）当事業者は、ご本人またはその家族等が事業者や介護支援専門員に対して、本

契約を継続し難いほどの不信行為を行われた場合、文書でお知らせすることによ

り、直ちにこの契約を解約することがあります。 

 

１０．契約の終了 

 次の場合には、自動的に契約は終了します。 

(1) ご本人が介護保険施設に入所した場合 

(2) ご本人が入院した場合（契約の期間は相談に応じます） 

(3) ご本人が要介護でなくなった場合（要支援または非該当） 

(4) ご本人がお亡くなりになった場合 

 



１１．損害賠償 

 ご本人に対して当事業所の責任において賠償すべきことが起こった場合は、ご本人 

に賠償いたします。 

 

１２．相談・苦情窓口 

 次のことについて、ご相談や苦情などがございましたら、当事業所の窓口まで遠慮

なくお申し出ください。 

① 当事業所が提供するサービスについて 

② 居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについて 

居宅介護支援事業所 

はちまん 

管理者 三好 教久 

滋賀県近江八幡市長田町１２６８番地１ 

ＴＥＬ ０７４８－３４－７３７３ 

携 帯 ０８０－２５１３―３９７８（緊急時） 

ＦＡＸ ０７４８－３４－７３７４ 

 

 

当事業所以外でも、ご相談や苦情などについて次の窓口があります。 

近江八幡市高齢福祉介護課 滋賀県近江八幡市土田町１３１３ 

ＴＥＬ ０７４８－３３－３５１１ 

東近江市長寿福祉課 滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号 

ＴＥＬ ０７４８－２４－５６４５ 

竜王町役場福祉課 滋賀県蒲生郡竜王町小口４－１ 

ＴＥＬ ０７４８－５８－３７０５ 

日野町役場介護支援課 滋賀県蒲生郡日野町川原１丁目１番地 

ＴＥＬ ０７４８－５５－６５０１ 

あんしん・なっとく委員会 

（滋賀県運営適正化委員会） 

滋賀県草津市笠山７丁目８番１３８号 

ＴＥＬ ０７７－５６７－４１０７ 

滋賀県国民健康保険団体連合会 滋賀県大津市中央４丁目５番９号 

ＴＥＬ ０７７－５２２－００６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         年    月    日 

 

 本書面に基づいて重要な事項の説明をしました。 

 

 

事業者   所在地  滋賀県近江八幡市鷹飼町１４８５番地６ 

      名 称  社会福祉法人 美絆 

           理事長  松尾 隆志        印 

 

説明者   所 属  居宅介護支援事業所はちまん 

      氏 名                     

 

 

 

 私は、本書面により事業者から重要な事項の説明を受けました。 

 

 

ご本人   住 所  滋賀県                   

 

      氏 名                        

 

代理人   住 所                        

 

      氏 名            （続柄）        

 


